


様式第９号（工事一般）（第５条、第６条、第６条の２、第７条及び第７条の２関係） 工６０変更

種　別

円 入札契約 一般 指名 随意契約

(消費税相当額 円） の方法 　その他（　　　　　　　　　　　　　　）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

円

(消費税相当額 円）

(増減額 円）

(消費税相当額 円）

予　定 円 備　考

価　格 (消費税相当額 円） 自

最低制限 円 至

価　格 (消費税相当額 円） 自

至

（住所） 自

（商号又は名称） 至

自

至

契　約　結　果　調　書
部課等名　くらし文化部 環境課環境政策係

契　約　金　額 土木一式工事 工　　事　　概　　要

99,539,000

9,049,000

96,250,000

8,750,000

▲ 3,289,000 変更契約に係る変更理由　１

▲ 299,000

随意契約の場合の相手方を選定した理由

変更契約に係る変更理由　２

変更契約に係る変更理由　３

105,270,000 契約締結年月日 工　　　　　　　期

9,570,000 令 和 7 年 4 月 1 日

95,646,100 令 和 7 年 11 月 28 日

8,695,100 令 和 7 年 4 月 1 日

契　約　業　者　名 令 和 7 年 12 月 25 日

東海市加木屋町鈴井田２７－１

工　　事　　名 路線等の名称 工　　事　　場　　所

当初

変更１

入札日 令 和 7 年 3 月 5 日

無筋コンクリート殻を約１㎥から約２㎥に変更する。アスファルト塊を１４㎥から１．５㎥に変更する。
床掘を６８０㎥から７０５㎥に変更する。交通誘導員を２４０人から１３０人に変更する。
スプリンクラーの設置を５基から７基に変更し、それに伴う土工、舗装を変更する。
案内サインを１基から３基へ変更する。工期を令和７年１１月２８日から令和７年１２月２５日に変更する。
搬入路復旧工のアスファルト舗装を３５０㎡から０㎡に変更する。

変更２

変更３

当　初 令 和 7 年 3 月 24 日

変更１ 令 和 7 年 11 月 19 日

変更２

（株）　シンキ・コーポレーション 変更３

第３期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定) 卯塚墓園 長久手市卯塚二丁目地内

基盤整備工事
植栽
施設整備工事　
（スプリンクラー５基から７基、案内看板１基から３基）
整備区画　　３０９区画
仮設工　交通誘導員Bを２４０人から１３０人


